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令和４年美浦村告示第１４４号 

 

 令和４年第３回美浦村議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

  令和４年１０月７日 

 

美浦村長 中 島   栄 

 

 

記 

 

１．期  日  令和４年１０月１４日 午前１１時００分 

 

２．場  所  美浦村議会議場 

 

３．付議事件 

  議案第１号 令和４年度美浦村一般会計補正予算（第６号） 
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令和４年第３回美浦村議会臨時会会期日程 

 

期  日 曜日 会 議 時 刻 議 事 内 容 

10月14日 金 本会議 午前11時 

開会 

議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決 

閉会 
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令和４年第３回美浦村議会臨時会提出議案提案理由説明書 

 

 議案第１号 令和４年度美浦村一般会計補正予算（第６号） 

 議案第１号 令和４年度美浦村一般会計補正予算（第６号）につきまして、御説明

申し上げます。 

 令和４年６月21日の閣議決定により設置した、物価・賃金・生活総合対策本部にお

いて、令和４年９月９日、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援交付金」が新たに創設され、特に家計への

影響が大きい低所得世帯に対し、１世帯当たり５万円を支給する方針が示されました。 

 今回の補正は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業につきまして、

物価高騰対策の趣旨を踏まえ、可能な限り早期に支給することが望ましいことから、

予算の計上をお願いするものであります。 

 議案書の３ページをお開きください。 

 第１条、歳入歳出予算の補正の額でございますが、歳入、歳出それぞれ8,971万

9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を、それぞれ67億2,299万7,000円と

するものでございます。 

 それでは、補正予算事項別明細書に基づき、御説明申し上げます。 

 最初に、歳出予算から申し上げます。 

 議案書の９ページをお開きください。 

 総務費について申し上げます。 

 総務管理費の減債基金費では、減債基金費で、次の民生費で計上いたしております

国庫支出金返還金の財源確保のため、今年度の歳入余剰金を積み立てることとしてい

た減債基金積立金につきまして、1,984万円の減額補正をいたしております。 

 次に、民生費について申し上げます。 

 社会福祉費の社会福祉総務費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費で

1,890万円、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費で94万円、それぞれ国庫支

出金返還金の計上をいたしております。 

 これは、令和３年度に実施した住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業を精算した

結果、国庫支出金の返還金が発生したため計上するものです。 

 次に、新規事業としまして、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費

で8,250万円、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費で721万9,000

円、それぞれ計上いたしております。 

 この事業につきまして、冒頭に御説明しましたとおり、特に家計への影響が大きい

低所得世帯に対し、１世帯当たり５万円を支給するものです。 

 なお、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の財源につきましては、全額

が国庫支出金となっております。 
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 歳入予算については、只今御説明いたしました国庫支出金のみとなっておりますの

で、説明は省略させていただきます。 

 以上、今回の令和４年度美浦村一般会計補正予算（第６号）の概要について御説明

申し上げました。 

 御審議の程、よろしくお願い申し上げます。 
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令和４年第３回 

美浦村議会臨時会会議録 第１号 

 

令和４年１０月１４日 開議 

 

議案 

会議録署名議員の指名 

会期決定の件 

（議案上程・提案理由の説明省略・質疑・討論・採決） 

議案第１号 令和４年度美浦村一般会計補正予算（第６号） 

 

１．出席議員 

１番  下 村   宏 君  ２番  小 泉 嘉 忠 君 

３番  北 出   攻 君  ４番  松 村 広 志 君 

５番  葉 梨 公 一 君  ６番  塚 本 光 司 君 

７番  岡 沢   清 君  ８番  飯 田 洋 司 君 

９番  山 崎 幸 子 君  １０番  林   昌 子 君 

１１番  小 泉 輝 忠 君  １２番  沼 﨑 光 芳 君 

 

１．欠席議員 

な  し     

 

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者 

村 長  中 島   栄 君 

教 育 長  富 永   保 君 

総 務 部 長  木 鉛 昌 夫 君 

保 健 福 祉 部 長  鈴 木   章 君 

経 済 建 設 部 長  木 村 光 之 君 

教 育 部 長  菅 野 眞 照 君 

総 務 課 長  青 野 克 美 君 

企 画 財 政 課 長  大 竹 裕 幸 君 

 

１．本会議に職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  柳 堀   浩 

書 記  木 村 弘 子 
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書 記  渡 邉 涼 介 

                              

午前１１時００分 開会・開議 

○議長（下村 宏君） 皆さん、改めましておはようございます。 

第３回臨時会への御参集、大変お疲れさまです。 

ただいまの出席議員は12名です。 

これより、令和４年第３回美浦村議会臨時会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

                                  

○議長（下村 宏君） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付しました日程表のと

おりといたします。 

                                  

○議長（下村 宏君） それでは議事に入ります前に、村長の御挨拶をいただきたいという

ふうに思います。 

中島村長。 

〔村長中島 栄君登壇〕 

○村長（中島 栄君） 改めまして、おはようございます。 

令和４年第３回美浦村議会臨時会に御参集、御苦労さまでございます。 

10月に入り朝夕の暑さも和らぎ、過ごしやすい時期となってまいりました。議員各位にはコ

ロナ禍の中、適宜自粛されていると思いますが、村の各種イベントや地域での活動が再開され

るとの報告を受けております。これからは現状を踏まえつつ、住民への行政報告など活動され

ますとともに、美浦村のさらなる発展に寄与いただけますようお願いをいたします。 

第７派のコロナ禍の中ではありますが、今月11日より全国旅行支援が始まり、旅行代金が約

40％割引と都道府県の割引とセットでさらにお得との情報から、旅行会社への予約が殺到し、

予約が取れないとの報道もされております。水際対策も大幅に緩和され、外国人客の制限が撤

廃されるなど、感染の第８派も心配される関係者もおられます。経済活動の優先もいいですが、

感染対策も十分配慮しての対応を願いたいものであります。 

本日の臨時会に提案している案件は、議案第１号で、令和４年美浦村一般会計補正予算（第

６号）の１件の議案であります。議員各位にはよろしく御審議の上、適切なる議決を賜ります

ようお願い申し上げ、挨拶といたします。 

                                  

○議長（下村 宏君） 村長の挨拶が済んだところで、直ちに議事に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、次の３名を指名いたします。 

11番議員 小 泉 輝 忠 君 
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12番議員 沼 﨑 光 芳 君 

２番議員 小 泉 嘉 忠 君 

以上、３名を指名いたしました。 

                                  

○議長（下村 宏君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は本日１日間としたいが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（下村 宏君） 異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は本日１日間と決定をいたしました。 

                                  

○議長（下村 宏君） 日程第３ 議案第１号 令和４年度美浦村一般会計補正予算（第６

号）を議題といたします。 

お諮りいたします。 

会議規則第39条第３項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（下村 宏君） 異議なしと認めます。 

よって、提案理由の説明を省略することに決定をいたしました。 

それでは、質疑に入ります。 

質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（下村 宏君） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

討論に入ります。 

討論のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（下村 宏君） 討論がないようですので、討論を終結いたします。 

採決いたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（下村 宏君） 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決することに決定をいたしました。 

                                  

○議長（下村 宏君） 以上で、本臨時会に付議された日程は全て終了をいたしました。 

よって、令和４年度３回美浦村議会臨時会を閉会いたします。 
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お疲れさまでした。 

午前１１時０５分 閉会 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する 

 

 

              美浦村議会議長  下 村   宏 

 

 

              署 名 議 員  小 泉 輝 忠 

 

 

              署 名 議 員  沼 﨑 光 芳 

 

 

              署 名 議 員  小 泉 嘉 忠 
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